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1

一

概
説

１

協
定
の
成
立
経
緯

政
府
は
、
昭
和
四
十
二
年
（
千
九
百
六
十
七
年
）
に
効
力
を
生
じ
た
現
行
の
日
・
ド
イ
ツ
租
税
協
定
（
千
九
百
八
十
年
及
び
千
九
百
八
十
四
年
に
一
部
改

正
）
の
内
容
を
改
正
す
る
た
め
、
平
成
二
十
三
年
（
二
千
十
一
年
）
十
二
月
か
ら
政
府
間
交
渉
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
協
定
の
案
文
に
つ
い
て
最
終

的
合
意
に
達
し
、
平
成
二
十
七
年
（
二
千
十
五
年
）
十
二
月
十
七
日
に
東
京
に
お
い
て
、
日
本
側
武
藤
外
務
副
大
臣
と
ド
イ
ツ
側
フ
ォ
ン
・
ヴ
ェ
ア
テ
ル
ン

駐
日
大
使
と
の
間
で
こ
の
協
定
の
署
名
が
行
わ
れ
た
。

２

締
結
の
意
義

こ
の
協
定
は
、
現
行
の
租
税
協
定
の
内
容
を
全
面
的
に
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。
我
が
国
と
ド
イ
ツ
と
の
間
の
緊
密
化
す
る
経
済
関
係
を
反
映
し
て
、
投

資
交
流
の
更
な
る
促
進
を
図
る
た
め
、
投
資
所
得
に
対
す
る
源
泉
地
国
課
税
を
更
に
軽
減
す
る
こ
と
と
し
、
特
に
、
一
定
の
親
子
会
社
間
配
当
、
利
子
及
び

使
用
料
に
つ
い
て
、
源
泉
地
国
免
税
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
協
定
は
、
こ
の
よ
う
な
軽
減
措
置
の
拡
大
と
併
せ
、
脱
税
及
び
租
税
回
避
行
為
に
よ
り
効

果
的
に
対
処
す
る
た
め
、
協
定
の
濫
用
を
防
止
す
る
た
め
の
規
定
等
、
現
行
の
租
税
協
定
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
規
定
を
新
た
に
設
け
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の
協
定
の
締
結
に
よ
り
、
脱
税
及
び
租
税
回
避
行
為
を
防
止
す
る
と
と
も
に
、
我
が
国
と
ド
イ
ツ
と
の
間
で
課
税
権
の
調
整
が
更
に
図
ら
れ
る
こ
と
と
な

り
、
人
的
交
流
及
び
経
済
的
交
流
が
一
層
促
進
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

二

協
定
の
主
要
な
内
容

こ
の
協
定
は
、
前
文
、
本
文
三
十
二
箇
条
及
び
末
文
並
び
に
協
定
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
議
定
書
か
ら
成
り
、
そ
の
主
要
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

１

適
用
対
象
及
び
定
義
に
関
す
る
規
定

こ
の
協
定
は
、
一
方
又
は
双
方
の
締
約
国
の
居
住
者
に
対
し
、
所
得
に
対
す
る
租
税
及
び
あ
る
種
の
他
の
租
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い

る
（
第
一
条
及
び
第
二
条
）
。
ま
た
、
「
権
限
の
あ
る
当
局
」
、
「
一
方
の
締
約
国
の
居
住
者
」
等
の
用
語
の
意
義
を
定
義
す
る
と
と
も
に
、
双
方
居
住
者

の
振
分
け
の
方
法
及
び
恒
久
的
施
設
の
範
囲
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
（
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
）
。

２

二
重
課
税
の
回
避
等
の
た
め
の
規
定

一



2

不
動
産
所
得
に
つ
い
て
は
、
不
動
産
所
在
地
国
に
お
い
て
課
税
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
（
第
六
条
）
、
一
方
の
締
約
国
の
企
業
の
事
業
利
得
に
つ
い
て

は
、
当
該
企
業
が
他
方
の
締
約
国
内
に
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
恒
久
的
施
設
に
帰
せ
ら
れ
る
利
得
に
つ
い
て
の
み
当
該
他
方
の
締
約
国
に

お
い
て
課
税
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
及
び
恒
久
的
施
設
に
帰
せ
ら
れ
る
事
業
利
得
に
対
す
る
課
税
に
お
い
て
は
本
支
店
間
の
内
部
取
引
を
よ
り
厳
格
に
認

識
し
て
課
税
対
象
と
す
る
こ
と
（
第
七
条
）
、
船
舶
又
は
航
空
機
を
国
際
運
輸
に
運
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
取
得
す
る
利
得
に
つ
い
て
は
、
企
業
の
居
住
地

国
に
お
い
て
の
み
課
税
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
（
第
八
条
）
を
規
定
す
る
と
と
も
に
、
両
締
約
国
の
企
業
の
間
に
商
業
上
又
は
資
金
上
の
特
別
な
関
係
が

あ
る
場
合
に
お
け
る
所
得
の
計
算
方
法
並
び
に
そ
の
場
合
の
課
税
上
の
調
整
方
法
及
び
調
整
の
期
間
制
限
（
第
九
条
）
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、

配
当
、
利
子
及
び
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
源
泉
地
国
で
限
度
税
率
に
よ
り
課
税
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
又
は
免
税
と
す
る
こ
と
（
第
十
条
か
ら
第
十
二
条

ま
で
）
、
不
動
産
等
の
譲
渡
収
益
に
つ
い
て
は
、
当
該
不
動
産
等
の
所
在
地
国
に
お
い
て
課
税
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
（
第
十
三
条
）
、
給
与
所
得
に
つ

い
て
は
、
役
務
提
供
地
国
に
お
け
る
滞
在
期
間
が
百
八
十
三
日
を
超
え
な
い
こ
と
等
の
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
を
除
く
ほ
か
、
役
務
提
供
地
国
に
お
い

て
課
税
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
（
第
十
四
条
）
、
法
人
の
役
員
報
酬
に
つ
い
て
は
、
当
該
法
人
の
居
住
地
国
に
お
い
て
課
税
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

（
第
十
五
条
）
、
個
人
が
芸
能
人
等
と
し
て
取
得
す
る
所
得
等
に
つ
い
て
は
、
役
務
提
供
地
国
に
お
い
て
課
税
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
（
第
十
六
条
）
、

退
職
年
金
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
給
付
の
支
払
地
国
で
課
税
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
（
第
十
七
条
）
、
政
府
職
員
の
報
酬
等
に
つ
い
て
は
、
派
遣
元
の
国

に
お
い
て
の
み
課
税
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
（
第
十
八
条
）
、
学
生
等
が
受
け
取
る
一
定
の
給
付
に
つ
い
て
は
、
滞
在
地
国
に
お
い
て
免
税
と
す
る
こ
と

（
第
十
九
条
）
、
そ
の
他
の
所
得
に
つ
い
て
は
、
居
住
地
国
に
お
い
て
の
み
課
税
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
（
第
二
十
条
）
を
規
定
し
て
い
る
。

３

協
定
の
濫
用
を
防
止
す
る
た
め
の
規
定

こ
の
協
定
の
特
典
の
濫
用
を
防
止
す
る
た
め
、
特
典
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
一
定
の
要
件
を
満
た
す
適
格
者
等
に
限
定
す
る
こ
と
、
取
引
等
の

主
要
な
目
的
が
協
定
の
特
典
を
受
け
る
こ
と
で
あ
る
場
合
に
は
協
定
の
特
典
は
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
及
び
協
定
の
規
定
は
締
約
国
の
国
内
法
上
の
租
税
回
避

又
は
脱
税
を
防
止
す
る
た
め
の
規
定
の
適
用
を
制
限
し
な
い
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
（
第
二
十
一
条
）
。

４

二
重
課
税
の
除
去
の
方
式
に
関
す
る
規
定

こ
の
協
定
の
規
定
に
よ
る
課
税
に
よ
っ
て
生
ず
る
二
重
課
税
を
居
住
地
国
に
お
い
て
除
去
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
（
第
二
十
二
条
）
。

５

相
互
協
議
手
続
及
び
仲
裁
手
続

3

こ
の
協
定
の
規
定
に
適
合
し
な
い
課
税
に
つ
い
て
、
権
限
の
あ
る
当
局
に
対
し
て
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
及
び
権
限
の
あ
る
当
局
が
相
手
国

の
権
限
の
あ
る
当
局
と
協
議
を
行
っ
て
解
決
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
加
え
、
一
定
の
要
件
の
下
に
お
い
て
仲
裁
に
付
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を

規
定
し
て
い
る
（
第
二
十
四
条
）
。

６

税
務
当
局
間
の
協
力

両
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
間
で
租
税
に
関
す
る
情
報
を
交
換
す
る
こ
と
（
第
二
十
五
条
）
を
規
定
す
る
と
と
も
に
、
滞
納
租
税
債
権
一
般
を
対
象
と

す
る
徴
収
共
助
の
規
定
を
導
入
し
、
そ
の
実
施
の
た
め
の
要
件
、
手
続
等
（
第
二
十
六
条
）
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

７

効
力
発
生
及
び
適
用

各
締
約
国
は
、
他
方
の
締
約
国
に
対
し
、
外
交
上
の
経
路
を
通
じ
て
、
書
面
に
よ
り
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
国
内
手
続
が
完

了
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
通
告
を
行
う
こ
と
及
び
こ
の
協
定
は
、
遅
い
方
の
通
告
が
受
領
さ
れ
た
日
の
後
三
十
日
目
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
こ
と
を
規
定
し

て
い
る
。
ま
た
、
各
締
約
国
に
お
け
る
こ
の
協
定
の
適
用
の
時
期
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
（
第
三
十
一
条
）

８

そ
の
他

租
税
に
関
す
る
無
差
別
待
遇
（
第
二
十
三
条
）
、
締
約
国
が
協
定
で
規
定
さ
れ
る
限
度
税
率
に
基
づ
き
課
税
す
る
た
め
の
国
内
法
上
の
手
続
が
こ
の
協
定

の
規
定
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
な
い
こ
と
（
第
二
十
七
条
）
、
外
交
使
節
団
又
は
領
事
機
関
の
構
成
員
の
租
税
上
の
特
権
と
こ
の
協
定
と
の
関
係
（
第
二
十
八

条
）
等
を
規
定
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
協
定
の
終
了
（
第
三
十
二
条
）
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

９

議
定
書

所
得
に
対
す
る
租
税
に
関
す
る
こ
の
協
定
の
規
定
が
日
本
国
の
事
業
税
及
び
ド
イ
ツ
の
営
業
税
等
に
つ
い
て
準
用
さ
れ
る
こ
と
（
議
定
書
１
）
、
一
方
の

締
約
国
の
居
住
者
が
、
そ
の
所
得
の
う
ち
当
該
一
方
の
締
約
国
に
送
金
さ
れ
、
又
は
当
該
一
方
の
締
約
国
に
お
い
て
受
領
さ
れ
た
部
分
に
つ
い
て
の
み
当
該

一
方
の
締
約
国
に
お
い
て
課
税
さ
れ
る
と
き
は
、
協
定
に
基
づ
く
租
税
の
減
免
は
そ
の
部
分
に
つ
い
て
の
み
適
用
さ
れ
る
こ
と
（
議
定
書
３
）
、
匿
名
組
合

契
約
等
に
基
づ
く
所
得
又
は
収
益
に
つ
い
て
は
そ
の
所
得
の
生
ず
る
締
約
国
の
法
令
に
従
っ
て
課
税
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
（
議
定
書
４
）
、
ド
イ
ツ
の

不
動
産
投
資
信
託
会
社
及
び
ド
イ
ツ
の
投
資
基
金
が
支
払
う
配
当
に
対
し
て
は
配
当
に
対
す
る
課
税
の
減
免
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
（
議
定
書
５
）
、

協
定
の
濫
用
を
防
止
す
る
た
め
の
規
定
に
お
け
る
関
連
者
が
行
う
事
業
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
定
は
、
両
者
が
同
一
の
締
約
国
の
居
住
者
で
あ
り
、
当
該
事

二



3

こ
の
協
定
の
規
定
に
適
合
し
な
い
課
税
に
つ
い
て
、
権
限
の
あ
る
当
局
に
対
し
て
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
及
び
権
限
の
あ
る
当
局
が
相
手
国

の
権
限
の
あ
る
当
局
と
協
議
を
行
っ
て
解
決
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
加
え
、
一
定
の
要
件
の
下
に
お
い
て
仲
裁
に
付
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を

規
定
し
て
い
る
（
第
二
十
四
条
）
。

６

税
務
当
局
間
の
協
力

両
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
間
で
租
税
に
関
す
る
情
報
を
交
換
す
る
こ
と
（
第
二
十
五
条
）
を
規
定
す
る
と
と
も
に
、
滞
納
租
税
債
権
一
般
を
対
象
と

す
る
徴
収
共
助
の
規
定
を
導
入
し
、
そ
の
実
施
の
た
め
の
要
件
、
手
続
等
（
第
二
十
六
条
）
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

７

効
力
発
生
及
び
適
用

各
締
約
国
は
、
他
方
の
締
約
国
に
対
し
、
外
交
上
の
経
路
を
通
じ
て
、
書
面
に
よ
り
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
国
内
手
続
が
完

了
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
通
告
を
行
う
こ
と
及
び
こ
の
協
定
は
、
遅
い
方
の
通
告
が
受
領
さ
れ
た
日
の
後
三
十
日
目
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
こ
と
を
規
定
し

て
い
る
。
ま
た
、
各
締
約
国
に
お
け
る
こ
の
協
定
の
適
用
の
時
期
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
（
第
三
十
一
条
）

８

そ
の
他

租
税
に
関
す
る
無
差
別
待
遇
（
第
二
十
三
条
）
、
締
約
国
が
協
定
で
規
定
さ
れ
る
限
度
税
率
に
基
づ
き
課
税
す
る
た
め
の
国
内
法
上
の
手
続
が
こ
の
協
定

の
規
定
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
な
い
こ
と
（
第
二
十
七
条
）
、
外
交
使
節
団
又
は
領
事
機
関
の
構
成
員
の
租
税
上
の
特
権
と
こ
の
協
定
と
の
関
係
（
第
二
十
八

条
）
等
を
規
定
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
協
定
の
終
了
（
第
三
十
二
条
）
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

９

議
定
書

所
得
に
対
す
る
租
税
に
関
す
る
こ
の
協
定
の
規
定
が
日
本
国
の
事
業
税
及
び
ド
イ
ツ
の
営
業
税
等
に
つ
い
て
準
用
さ
れ
る
こ
と
（
議
定
書
１
）
、
一
方
の

締
約
国
の
居
住
者
が
、
そ
の
所
得
の
う
ち
当
該
一
方
の
締
約
国
に
送
金
さ
れ
、
又
は
当
該
一
方
の
締
約
国
に
お
い
て
受
領
さ
れ
た
部
分
に
つ
い
て
の
み
当
該

一
方
の
締
約
国
に
お
い
て
課
税
さ
れ
る
と
き
は
、
協
定
に
基
づ
く
租
税
の
減
免
は
そ
の
部
分
に
つ
い
て
の
み
適
用
さ
れ
る
こ
と
（
議
定
書
３
）
、
匿
名
組
合

契
約
等
に
基
づ
く
所
得
又
は
収
益
に
つ
い
て
は
そ
の
所
得
の
生
ず
る
締
約
国
の
法
令
に
従
っ
て
課
税
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
（
議
定
書
４
）
、
ド
イ
ツ
の

不
動
産
投
資
信
託
会
社
及
び
ド
イ
ツ
の
投
資
基
金
が
支
払
う
配
当
に
対
し
て
は
配
当
に
対
す
る
課
税
の
減
免
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
（
議
定
書
５
）
、

協
定
の
濫
用
を
防
止
す
る
た
め
の
規
定
に
お
け
る
関
連
者
が
行
う
事
業
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
定
は
、
両
者
が
同
一
の
締
約
国
の
居
住
者
で
あ
り
、
当
該
事

三



5

配
当

第
十
条

第
十
条

10

利
子

第
十
一
条

第
十
一
条

11

使
用
料

第
十
二
条

第
十
二
条

12

譲
渡
収
益

第
十
三
条

第
十
三
条

13

給
与
所
得

第
十
四
条

第
十
五
条

14

役
員
報
酬

第
十
五
条

第
十
六
条

15

芸
能
人
及
び
運
動
家

第
十
六
条

第
十
七
条

16

退
職
年
金
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
給
付

第
十
七
条

第
十
八
条

17

政
府
職
員

第
十
八
条

第
十
九
条

18

学
生

第
十
九
条

第
二
十
一
条

19

そ
の
他
の
所
得

第
二
十
条

第
二
十
二
条

20

特
典
を
受
け
る
権
利

第
二
十
一
条

な
し

21

二
重
課
税
の
除
去

第
二
十
二
条

第
二
十
三
条

22

無
差
別
待
遇

第
二
十
三
条

第
二
十
四
条

23

相
互
協
議
手
続

第
二
十
四
条

第
二
十
五
条

24

情
報
の
交
換

第
二
十
五
条

第
二
十
六
条

25

租
税
の
徴
収
に
お
け
る
支
援

第
二
十
六
条

な
し

26

源
泉
課
税
に
関
す
る
手
続
規
則

第
二
十
七
条

な
し

27

外
交
使
節
団
及
び
領
事
機
関
の
構
成
員

第
二
十
八
条

第
二
十
七
条

28

見
出
し

第
二
十
九
条

な
し

29

議
定
書

第
三
十
条

な
し

30

4

業
が
同
一
の
締
約
国
で
行
わ
れ
る
場
合
に
の
み
適
用
さ
れ
る
こ
と
（
議
定
書
６
）
、
各
締
約
国
の
国
内
法
令
上
の
外
国
子
会
社
合
算
税
制
等
は
租
税
回
避
又

は
脱
税
を
防
止
す
る
た
め
の
規
定
で
あ
る
こ
と
（
議
定
書
７
）
、
二
重
課
税
の
除
去
に
関
し
て
日
本
国
が
ド
イ
ツ
の
租
税
を
事
業
税
か
ら
控
除
す
る
こ
と
又

は
ド
イ
ツ
が
日
本
国
の
租
税
を
ド
イ
ツ
の
営
業
税
か
ら
控
除
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
（
議
定
書
８
）
、
無
差
別
待
遇
規

定
は
締
約
国
が
自
国
の
企
業
と
相
手
国
の
企
業
と
の
間
に
お
い
て
連
結
納
税
を
認
め
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
（
議
定
書
９
）
、
相
互
協

議
に
係
る
仲
裁
手
続
及
び
補
則
事
項
（
議
定
書

）
、
情
報
交
換
規
定
に
係
る
補
則
事
項
（
議
定
書

）
並
び
に
提
供
さ
れ
た
情
報
を
租
税
以
外
の
事
案
に

10

11

関
す
る
刑
事
手
続
の
証
拠
等
と
し
て
使
用
す
る
場
合
の
手
続
（
議
定
書

）
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

12

三

協
定
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置

こ
の
協
定
の
実
施
の
た
め
に
は
、
新
た
な
立
法
措
置
及
び
予
算
措
置
を
必
要
と
し
な
い
。

四

協
定
と
現
行
協
定
と
の
事
項
別
対
照
表

事

項

協

定

現
行
協
定

１

対
象
と
な
る
者

第
一
条

第
一
条

２

対
象
と
な
る
租
税

第
二
条

第
二
条

３

一
般
的
定
義

第
三
条

第
三
条

４

居
住
者

第
四
条

第
四
条

５

恒
久
的
施
設

第
五
条

第
五
条

６

不
動
産
所
得

第
六
条

第
六
条

７

事
業
利
得

第
七
条

第
七
条

８

海
上
運
送
及
び
航
空
運
送

第
八
条

第
八
条

９

関
連
企
業

第
九
条

第
九
条

四



5

配
当

第
十
条

第
十
条

10

利
子

第
十
一
条

第
十
一
条

11

使
用
料

第
十
二
条

第
十
二
条

12

譲
渡
収
益

第
十
三
条

第
十
三
条

13

給
与
所
得

第
十
四
条

第
十
五
条

14

役
員
報
酬

第
十
五
条

第
十
六
条

15

芸
能
人
及
び
運
動
家

第
十
六
条

第
十
七
条

16

退
職
年
金
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
給
付

第
十
七
条

第
十
八
条

17

政
府
職
員

第
十
八
条

第
十
九
条

18

学
生

第
十
九
条

第
二
十
一
条

19

そ
の
他
の
所
得

第
二
十
条

第
二
十
二
条

20

特
典
を
受
け
る
権
利

第
二
十
一
条

な
し

21

二
重
課
税
の
除
去

第
二
十
二
条

第
二
十
三
条

22

無
差
別
待
遇

第
二
十
三
条

第
二
十
四
条

23

相
互
協
議
手
続

第
二
十
四
条

第
二
十
五
条

24

情
報
の
交
換

第
二
十
五
条

第
二
十
六
条

25

租
税
の
徴
収
に
お
け
る
支
援

第
二
十
六
条

な
し

26

源
泉
課
税
に
関
す
る
手
続
規
則

第
二
十
七
条

な
し

27

外
交
使
節
団
及
び
領
事
機
関
の
構
成
員

第
二
十
八
条

第
二
十
七
条

28

見
出
し

第
二
十
九
条

な
し

29

議
定
書

第
三
十
条

な
し

30

五



6

効
力
発
生

第
三
十
一
条

第
二
十
九
条

31

終
了

第
三
十
二
条

第
三
十
条

32

六




